
 

件  名  

埼玉県立高等学校通則の一部を改正する規則について 

 

提案理由  

 県立学校の学籍手続の電子化に伴う署名の廃止及び学籍手続に係る保証人の廃

止等を行うため、埼玉県立高等学校通則の一部を別紙のとおり改正したいので、

審議願います。 

 

概  要  

１ 現行規則の内容 

  学校教育法及び学校教育法施行規則に基づいて、埼玉県立高等学校の運営に

関する通則を定めるもの 

 

２ 改正の内容 

 ⑴ 学籍手続における氏名の記載方法について、署名を記名に変更する。 

 ⑵ 学籍手続において保証人を求めないこととする。 

 ⑶ その他規程の整備 

第１５号議案 

（県立学校人事課） 
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３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

  その他規程の整備については、公布の日 
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埼玉県立高等学校通則の一部を改正する規則の概要

学籍手続に係る保証人見直しの経緯学籍手続に係る保証人見直しの経緯

近年では、身寄りのない生徒・保護者が保証人を探すことが困難になる事例が増えつつ

ある中で、文部科学省からも就学時に保証人を求めることについて見直しを促す通知が発

出されている。

こうした状況を踏まえ、本県においても保証人の見直しを行うものである。

１ 改正内容１ 改正内容

令和８年４月１日から施行する。

その他規程の整備については公布の日から施行する。

２ 施行期日２ 施行期日

改正の内容改正の内容

⑴ 学籍手続の電子化に伴う署名の廃止
入学、休学、復学、退学、転学及び留学に係る手続の電子化に伴い、当該手続における氏

名の記載方法を、自署を意味する「署名」から、自署に限らない氏名の記載を意味する「記
名」に変更する。

⑵ 学籍手続に係る保証人*の廃止

上記手続において保証人を求めないこととする。

＊埼玉県立高等学校通則上は、民法上の「保証人」ではなく、生徒・保護者の身分上の保証
をする者を指す。

⑶ その他規程の整備
学校教育法施行規則及び高等学校通信教育規程の改正を踏まえ、規程の整備を行う。

（令和７年６月２７日付け「高等学校入学者選抜等における配慮事項等について（通知）」）
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埼玉県立高等学校通則の一部を改正する規則 新旧対照表                               （傍線の部分は、改正部分） 
 

改 正 案 現   行 

埼玉県立高等学校通則 

 

埼玉県立高等学校通則 

第一条～第十条 （略） 

 

第一条～第十条 （略） 

 

 （他の高等学校及び中等教育学校の後期課程における学習成果の単位認定） 

第十条の二 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が当該校長の定める

ところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の

科目又は総合的な探究の時間の単位を修得したときは、当該修得した単位

数を当該生徒の在学する高等学校の卒業に必要な単位数のうちに加える

ことができる。 

２ 前項の規定により、生徒が他の高等学校において一部の科目又は総合的

な探究の時間の単位を修得する場合においては、当該他の高等学校の校長

は、当該生徒について一部の科目又は総合的な探究の時間の履修を許可す

ることができる。 

３ （略） 

 

 （他の高等学校及び中等教育学校の後期課程における学習成果の単位認定） 

第十条の二 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が当該校長の定める

ところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の

科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する

高等学校の卒業に必要な単位数のうちに加えることができる。 

 

２ 前項の規定により、生徒が他の高等学校において一部の科目の単位を修

得する場合においては、当該他の高等学校の校長は、当該生徒について一

部の科目の履修を許可することができる。 

 

３ （略） 

 

第十条の三～第十八条 （略） 

 

第十条の三～第十八条 （略） 

 

 （入学手続） 

第十九条 入学を許可された者に対し親権を行う者、若しくは親権を行う者

のないときは未成年後見人（以下「保護者」という。）は、速やかに在学

保証書（様式第三）を校長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、入学を許可された者が成年者であるときは、

当該入学を許可された者が、誓約書（様式第四）を校長に提出するものと

する。 

（削る） 

（削る） 

 

３ 保護者が死亡し、又は保護者に変更があつたときは、改めて在学保証書

を提出しなければならない。 

 

４ 保護者又は生徒が、転居又は氏名変更等をした場合には、保護者（生徒

 （入学手続） 

第十九条 入学を許可された者に対し親権を行う者、若しくは親権を行う者

のないときは未成年後見人（以下「保護者」という。）は、速やかに保証

人が連署した在学保証書（様式第三）を校長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、入学を許可された者が成年者であるときは、

当該入学を許可された者が、保証人の署名を得た誓約書（様式第四）を校

長に提出するものとする。 

３ 前二項の保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。 

４ 校長は、第一項又は第二項の保証人が適当でないと認めたときは、これ

を変更させることができる。 

５ 保護者若しくは保証人が死亡し、又は保証人が第三項に規定する要件を

欠くにいたつたときは、改めて在学保証書又は誓約書を提出しなければな

らない。 

６ 保護者、生徒又は保証人が、転居又は氏名変更等をした場合には、保護
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が成年者であるときは、当該生徒。以下同じ。）は、速やかに校長に届け

出なければならない。 

 

 （休学、復学及び退学） 

第二十条 生徒が疾病その他やむを得ない事情によつて休学又は退学しよ

うとするときは、その事由を具し、保護者と共に記名の上、校長に願い出

て許可を受けなければならない。ただし、疾病による休学若しくは退学の

場合は、医師の診断書を添えなければならない。 

２・３ （略） 

４ 休学中の生徒が、復学しようとするときは、その事由を具し、保護者と

共に記名の上、校長に願い出て許可を受けなければならない。ただし、疾

病により休学した場合は、医師の診断書を添えなければならない。 

５ （略） 

 

 （転学及び転籍） 

第二十一条 生徒がやむを得ない事情によつて転学しようとするときは、そ

の事由を具し、保護者と共に記名の上、校長に願い出て許可を受けなけれ

ばならない。 

２～５ （略） 

 

 （留学） 

第二十一条の二 生徒が外国の高等学校に留学しようとするときは、その事

由を具し、保護者と共に記名の上、校長に願い出て許可を受けなければな

らない。 

２ （略） 

３ 留学中の生徒が、復学しようとするときは、その事由を具し、保護者と

共に記名の上、校長に願い出て許可を受けなければならない。 

４・５ （略） 

 

者（生徒が成年者であるときは、当該生徒。以下同じ。）は、速やかに校

長に届け出なければならない。 

 

 （休学、復学及び退学） 

第二十条 生徒が疾病その他やむを得ない事情によつて休学又は退学しよ

うとするときは、その事由を具し、保護者と保証人が連署の上、校長に願

い出て許可を受けなければならない。ただし、疾病による休学若しくは退

学の場合は、医師の診断書を添えなければならない。 

２・３ （略） 

４ 休学中の生徒が、復学しようとするときは、その事由を具し、保護者と

保証人が連署の上、校長に願い出て許可を受けなければならない。ただし、

疾病により休学した場合は、医師の診断書を添えなければならない。 

５ （略） 

 

 （転学及び転籍） 

第二十一条 生徒がやむを得ない事情によつて転学しようとするときは、そ

の事由を具し、保護者と保証人が連署の上、校長に願い出て許可を受けな

ければならない。 

２～５ （略） 

 

 （留学） 

第二十一条の二 生徒が外国の高等学校に留学しようとするときは、その事

由を具し、保護者と保証人が連署の上、校長に願い出て許可を受けなけれ

ばならない。 

２ （略） 

３ 留学中の生徒が、復学しようとするときは、その事由を具し、保護者と

保証人が連署の上、校長に願い出て許可を受けなければならない。 

４・５ （略） 

第二十二条～第二十九条 （略） 

 

第二十二条～第二十九条 （略） 

 

 （通信制の課程と定時制の課程又は他の通信制の課程との併修） 

第三十条 定時制の課程を置く学校の校長は、当該定時制の課程の生徒が当

該校長の定めるところにより、高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。

 （通信制の課程と定時制の課程又は他の通信制の課程との併修） 

第三十条 定時制の課程を置く学校の校長は、当該定時制の課程の生徒が当

該校長の定めるところにより、高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。
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次項において同じ。）の通信制の課程において、一部の科目又は総合的な

探究の時間の単位を修得したときは、その単位数を当該定時制の課程の卒

業に必要な単位数のうちに加えることができる。 

２ 通信制の課程を置く学校の校長は、当該通信制の課程の生徒が、当該校

長の定めるところにより、高等学校の定時制の課程又は他の高等学校の通

信制の課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得し

たときは、その単位数を当該通信制の課程の卒業に必要な単位数のうちに

加えることができる。 

３ 前二項の規定又は高等学校通信教育規程（昭和三十七年文部省令第三十

二号）第十二条第一項若しくは第二項の規定により定時制の課程又は通信

制の課程の生徒が、通信制の課程又は定時制の課程において一部の科目又

は総合的な探究の時間の単位を修得する場合においては、当該生徒が一部

の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得しようとする課程を置く学

校の校長は、当該生徒について一部の科目又は総合的な探究の時間の履修

を許可することができる。 

４ （略） 

 

次項において同じ。）の通信制の課程において、一部の科目の単位を修得

したときは、その単位数を当該定時制の課程の卒業に必要な単位数のうち

に加えることができる。 

２ 通信制の課程を置く学校の校長は、当該通信制の課程の生徒が、当該校

長の定めるところにより、高等学校の定時制の課程又は他の高等学校の通

信制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、その単位数を当

該通信制の課程の卒業に必要な単位数のうちに加えることができる。 

 

３ 前二項の規定又は高等学校通信教育規程（昭和三十七年文部省令第三十

二号）第十一条第一項若しくは第二項の規定により定時制の課程又は通信

制の課程の生徒が、通信制の課程又は定時制の課程において一部の科目の

単位を修得する場合においては、当該生徒が一部の科目の単位を修得しよ

うとする課程を置く学校の校長は、当該生徒について一部の科目の履修を

許可することができる。 

 

４ （略） 

 

第三十一条・第三十二条 （略） 

 

第三十一条・第三十二条 （略） 

 

別表 （略） 

 

別表 （略） 

 

様式第一・様式第二 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第一・様式第二 （略） 
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様式第３（第19条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３（第19条関係） 
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様式第４（第19条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４（第19条関係） 
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埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
科
目
」
の
下
に
「
又
は
総
合
的
な
探
究
の
時
間
」
を
加

え
る
。 

 

第
十
九
条
第
一
項
中
「
保
証
人
が
連
署
し
た
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
保
証
人
の
署
名
を

得
た
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
若
し
く
は
保
証
人
が
死

亡
し
、
又
は
保
証
人
が
第
三
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
い
た
つ
た
」
を
「
が
死
亡
し
、
又
は

保
護
者
に
変
更
が
あ
つ
た
」
に
改
め
、
「
又
は
誓
約
書
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
条
第
六
項
中
「
、
生
徒
又
は
保
証
人
」
を
「
又
は
生
徒
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す

る
。 

 

第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び

第
三
項
中
「
保
証
人
が
連
署
」
を
「
共
に
記
名
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
科
目
」
の
下
に
「
又
は
総
合
的
な
探
究
の
時
間
」
を
加
え
、

同
条
第
三
項
中
「
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
」
に
改
め
、
「
科
目
」
の
下
に
「
又
は
総
合
的
な
探
究
の
時
間
」
を
加
え
る
。 

 

様
式
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様
式
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
の
二
第
一
項
及
び

第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
三
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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